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詳細は、４月下旬から長与町ホームページでご覧いただけます。

□問 総務課総務人事係　☎ 095-801-5781
１．人件費の状況 （普通会計決算）

区分 住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）
（令和7年1月1日） Ａ 　 Ｂ Ｂ／Ａ 5年度の人件費率

令和6年度 39,479人 16,620,048千円 942,215千円 1,925,197千円 11.6％ 12.7％

２．職員給与費の状況 （普通会計決算）

区分 職員数 給与費 １人あたり給与費
Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　Ｂ （Ｂ／Ａ）

令和6年度 195人 693,361千円 127,729千円 304,856千円 1,125,946千円 5,774千円
※職員手当には退職手当は含みません。　※職員数は、令和 6 年 4 月 1 日現在の普通会計に属する人員です。

３．職員の平均給料月額と平均年齢の状況 （令和7年4月1日現在）

区分 平均給料月額 平均年齢
一般行政職 323,000 円 40.2 歳

※一般行政職の職員とは、一般事務職、建設や土木の技術職
　などをいいます。保健師、保育士などは含みません。
４．職員の初任給の状況 （令和7年4月1日現在）

区分
一般行政職

初任給 採用後2年後の給料額
大学卒 220,000円 230,000円
高校卒 188,000円 201,000円

５．職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 
　（令和7年4月1日現在）

区分 経験年数
10年以上15年未満

経験年数
15年以上20年未満

経験年数
20年以上25年未満

一般
行政職

大学卒 294,200円 329,600円 374,400円
高校卒 256,400円 −円 −円

６．一般行政職の級別職員数の状況 （令和7年4月1日現在）

級 標準的な職務 職員数 構成比
1 主事 25人 14.8％
2 主事 10人 5.9％
3 主査、主任 60人 35.5％
4 係長、上級主査 29人 17.2％
5 参事、課長補佐、副参事 17人 10.1％
6 課長および課長相当職 18人 10.7％
7 部長および部長相当職 10人 5.8％

合　　計 169人 100.0％
７．職員手当の状況（令和7年4月1日現在)

①期末・勤勉手当
区　分 期末手当 勤勉手当 計
６月期 1.25月分 1.05月分 2.30月分

１２月期 1.25月分 1.05月分 2.30月分
計 2.50月分 2.10月分 4.60月分

※職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり。

②退職手当
区分 自己都合退職 勧奨・定年退職

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

③扶養・住居・通勤手当
区分 内　容

扶養
手当

●配偶者  3,000円
●扶養親族 ・子 11,500円
 ・子以外 6,500円
●満16歳年度初めから満22歳年度末までの間にある子
　1人につき　5,000円加算

住居
手当

●借家、借間
　月額16,000円を超える家賃を負担している職員に対し
　家賃額に応じて 月額28,000円を限度に支給

通勤
手当

●交通機関等の利用者（2㎞以上）
　長期定期券の価額を一括して支給
　1ヶ月あたり最高　55,000円
●自動車等の利用者（2㎞以上）
　距離に応じて最高　31,600円　

８．特別職の報酬の状況（令和7年4月1日現在）
区分 月額 期末手当

給料
町長 857,000円

　6月期 1.700月分
 12月期 1.700月分
 計 3.40月分

副町長 691,000円
教育長 651,000円

報酬

議長 368,000円
副議長 310,000円
委員長 296,000円
議員 283,000円

９．部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

区分
部門

職員数（再任用常時
勤務職員含む） 対前年

増減数

再任用短時
間勤務職員 主な増減

理由令和6年 令和7年 令和7年

一般
行政
部門

議会 4人 4人 0人 0人 　

総務 62人 62人 0人 0人
税務 18人 17人 △1人 0人 人員配置の見直し

民生 35人 32人 △3人 0人 配置転換、人員配置の見直し

衛生 19人 21人 2人 2人 人員配置の見直し

農林水産 9人 9人 0人 0人 　

商工 3人 3人 0人 0人 　

土木 19人 20人 1人 0人 人員配置の見直し

小計 169人 168人 △1人 2人 　

特別
行政
部門

教育 26人 26人 0人 1人 　

小計 26人 26人 0人 1人 　

公営
企業
など
会計
部門

水道 12人 12人 0人 0人 　

下水道 7人 7人 0人 0人 　

その他 23人 22人 △1人 0人 人員配置の見直し

小計 42人 41人 △1人 0人 　

合計 237人 235人 △2人 3人 　

町職員の給与などを公表します
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消防団員募集中！
地域防災の要である消防団の活動をご紹介します

消防団員は、仕事や学業などの傍ら、火災出動、災害応急対応、防災訓練など、住民の安全・
安心を守るために活動を行っています。（身分は非常勤特別職の地方公務員です）

消防団って何？

A長与町に居住もしくは勤務する
方で、満18歳以上55歳未満である
ことが条件です。町内に10（本部・1
～9）の分団があり、定員は290名
です。

A消防士は消防や救急・救助など
を専業とする常勤の地方公務員で
す。消防団員は普段は別の仕事をし
ている非常勤の公務員で、火災や
災害時には自宅や職場から現場へ
駆けつけます。

A消火活動や近隣住民の安全確
保、周辺の交通整理などを行いま
す。また大雨・台風時には、危険箇
所警戒や被災箇所の応急対応、避
難の呼びかけなど様々な災害対応
を行います。

消防団について詳しく知りたい方、入団希望の方は、
地域安全課消防防災係（095-801-5782）までご連絡ください！

Qどんな人が
消防団員になれるの？ Q消防士と消防団員って

どう違うの？ Q火災、災害時には
どんな活動をするの？

礼式訓練▶
消防団に必要な規律と品位向上を図
るため、整列・点呼・敬礼・行進などの
基本動作を訓練します。

防火パレード▶
年2回（3月・11月）町内を消防車両で
巡回し、火災予防を呼びかけます。

精霊船集積警戒▲
精霊流しの各集積所にて、精
霊船の消火や防火対応を行
います。

機械器具点検▲
地域の河川などで定期的に
点検を行います。

消防出初式（放水演習）▲
恒例の年頭行事で、表彰、分列行進、長与川への放水
演習などが行われ、一年の安全祈願とともに消防団
員の士気高揚を図ってます。

水利点検▶
火災時に確実に消火栓などを使用でき
るように定期的に点検・清掃を行います。

夏季訓練
（放水演習）▲
火災現場を想定し
た実践的なホース
延長・放水訓練な
どを行います。

防災訓練への参加・協力▲
地域で行われる防災訓練に参加・
協力しています。
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　施策評価結果　
●施策評価における全体及び目標ごとの評価
　施策評価とは、第10次総合計画（令和3年度～令和7年度）の6
つの基本目標を具現化するために定めた42の施策、130の具体的
な取り組みと406の主な取り組みを評価し、各施策の進捗状況や
課題などを明らかにすることで今後の取り組みに反映していくも
のです。
　それぞれの取り組みについて、数値目標の達成状況などを勘案し

A：計画以上の進捗がある（概ね10％以上の進展）
B：計画通りの進捗がある（概ね±10％程度）
C：計画から遅れている（概ね10％以上の遅れ）
の３つに分類し、評価しました。

　各施策の評価結果については、下記のとおりです。

●数値目標の評価
　総合計画にて設定している数値目標は、全部で160項目あります。令和6年度における進捗状況を、S（令和6年
度の現在値が、目標値を達成）、A（令和6年度の現在値が、基準値より上昇）、B（令和6年度の現在値が、基準
値と同水準）、C（令和6年度の現在値が、基準値より下落）、「−」（令和6年度の現在値を把握できないなど
の理由により、評価不能）の5つに分類しました。
　各数値目標の評価結果については、下記のとおりです。

※割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100％とならないことがあります。

　「基準値」は第10次総合計画を策定する時点で進捗を管理するために根拠とした数値であり、「目標値」は総
合計画の期間内で達成することを目的に設定した数値です。

第10次総合計画　基本目標
①協働による持続可能な社会
②心を育む教育と文化
③創造性と活力あふれる産業
④魅力あるまちと新しいひとの流れ
⑤安全・快適・便利な暮らし
⑥ぬくもりのある健康と福祉のまち

A　計画以上の進捗がある
    （概ね10％以上の進展）

B　計画通りの進捗がある
    （概ね±10％程度）　

C　計画から遅れている　
    （概ね10％以上の遅れ）

S　目標値を達成

A　基準値より上昇

B　基準値と同水準

C　基準値より下落

−  評価不能

8%

2%23%

39%

33%

17%

13%

18% 0

0

0

0

6% 0
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 事務事業評価・施策評価結果を公表します

　町では、行政運営における透明性の確保、成果重視の行政への転換を目的として、事務事業評価・施策評価を実施
しています。それぞれの結果は町ホームページにて公表しています。

　事務事業評価結果　
　事務事業評価とは、町が行っている各種の事務事業を、妥当性・有効性・効率性の観点から評価し、評価結
果を今後の方向性や改善策に活かすものです。下図のようにPDCAサイクルを継続的に循環させ、不断の改善を
図っています。
　令和６年度に実施した147事業の事業実施状況、および今後の方向性は下記のとおりです。

●令和6年度に「拡充」した主な事業
事務事業名 改善状況

学校教材整備事業
令和７年度実施予定の２ndGIGAでのタブレット端末更新にあたり、長崎県内の市町で
調達に関する情報共有や協議を重ね、長与町の端末整備・更新計画を作成した。それに
基づき仕様書を作成し、翌年度予算に必要経費を計上した。

公園施設管理事業

長寿命化対策事業として中尾城公園の遊具更新のための設計を行ったが、幅広い年齢
層が遊べる場となるように、児童用と幼児用の複合遊具の選定に際しては、主な利用者
として想定される町内小中学校の児童生徒と保護者、幼稚園・保育園の園児と保護者を
対象に複数の案からアンケートを実施し意向を確認した。また、複数の公園において遊
具の更新を行った。

消防団事業

水難救助訓練を実施し、水害時の対応について訓練を行った。
第9分団小型動力ポンプ積載車をAT車へ更新、バックモニターも標準搭載されており
機動力及び安全性が向上した。
県内の消防団で初となるチェーンソー使用特化部隊「チェーンソー隊」を結成した。

母子保健事業
産後ケア事業において、令和6年7月から利用者負担軽減を図り、産後のフォロー体制を
強化した。また、令和6年7月から多胎の妊婦健康診査費用の助成を開始し、多胎妊婦の
負担軽減に繋がった。

高齢者のみ世帯への
生活支援事業

利用者のニーズに応えるため配食の委託業者を１か所から３か所に拡大した。

□問政策企画課　☎ 095-801-5661

令和６年度
改善状況 件数

拡　　充 9
改　　善 33
継続実施 105
縮　　小 0
終　　了 0
合　　計 147

今後の方向性 件数

拡　　充 15
改　　善 2
継続実施 131
縮　　小 0
廃　　止 0
終　　了 0
合　　計 148

Plan
(計画）

Do
(実施）

Action
（改善）

Check
（評価）

継続的な改善
PDCAサイクル

※令和6年度に始まった事業
1件に関しては評価ができな
いため事業数から除いてい
ます。
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□問政策企画課　☎ 095-801-5661

令和６年度
改善状況 件数

拡　　充 9
改　　善 33
継続実施 105
縮　　小 0
終　　了 0
合　　計 147

今後の方向性 件数

拡　　充 15
改　　善 2
継続実施 131
縮　　小 0
廃　　止 0
終　　了 0
合　　計 148

Plan
(計画）

Do
(実施）

Action
（改善）

Check
（評価）

継続的な改善
PDCAサイクル

※令和6年度に始まった事業
1件に関しては評価ができな
いため事業数から除いてい
ます。
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まちの話題
～町で起こった出来事を紹介～

「令和７年度ふるさとづくり大賞」最優秀賞（内閣総理大臣賞）受賞
社会福祉法人ながよ光彩会【ＧＯＯＯＯＯＯＯＤ ＳＴＡＴＩＯＮ】

　2月10日、都市センターホテル（東京都）にて「令和7年度ふるさとづくり大賞」の表彰式が行われ、本町より、社会福
祉法人ながよ光彩会の取り組みが最優秀賞（内閣総理大臣賞）を受賞しました。この取り組みは、一部時間帯に無人
駅となっているJR長与駅において、長与町およびJR九州からの委託により、駅管理業務（集改札、乗降介助、案内、清
掃）を民間で行う、全国初の事例となっています。また、駅構内のコミュニティホールの一角にカフェ・ショップ【ＧＯＯ
ＯＯＯＯＯＤ ＳＴＡＴＩＯＮ】を開設し、ながよ光彩会が運営する就労支援施設の利用者が勤務、利用者が製作した商
品の販売などを行っています。
　「地域づくりに福祉的な視点を取り入れ、駅を単なる交通の拠点としてではなく、福祉・交流・学びの拠点として再
定義し直し、無人駅増加という全国的課題に対しても、公共・福祉・観光を横断した持続可能なまちづくりモデルと
なった取り組みは、全国各地で応用可能な地域共生型の先導的事例である」と高く評価されました。

　全国各地で、それぞれのこころをよせる地域「ふるさと」をより良くしようと頑張
る団体、個人を表彰することにより、ふるさとづくりへの情熱や想いを高め、豊か
で活力ある地域社会の構築を図ることを目的として実施されています。　 ▲総務省ホームページ

社会福祉法人ながよ光彩会
理事長　貞松　徹　さん

　この取り組みは、施設や法人の枠を超え、行政やＪＲ九州、地域住民との協働によって育ま
れてきました。
　協働とは「異なる立場の人が、同じ目的に向かって、それぞれの特性を活かして行動すること」です。地域課題
が多様化・複雑化している現代、公平・公正なサービスを原則とする行政だけでは対応することが難しくなってい
ます。一方で、地域住民にとっても、個人や地域だけでは地域課題を解決できない状況となっており、さまざまな
主体が協働して課題を解決することが重要になっています。
　福祉をどう地域へひらいていくか、無人駅による利便性の低下、公共施設の有効活用、それぞれが抱える課題
を持ち寄り、強みを出し合うことで課題解決へと繋がり、地域の中で交流や学びが生まれた取り組みは、長与町が
進める「協働のまちづくり」の先導的事例として、まちの安心や笑顔に繋がっています。

＜受賞者コメント＞
　私たちの取り組みは、特別な制度や発想からはじまったものではなく、高齢者介護
の現場で重ねてきた日常のケアと、地域の声に耳を傾けることから生まれてきました。
無人駅での困りごとや働く場へのニーズに対し、行政や交通事業者、地域の皆さんと
対話を重ねながら、福祉の視点で応えてきた結果、駅は「福祉」「交流」「学び」が交わる
拠点へと広がっていったのだと感じています。今回の評価を励みに、これからも福祉を
ひらき、地域とともに誰もが安心して暮らし続けるまちの土台を育んでまいります。

「ふるさとづくり大賞」とは
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長 崎 県 警 察

自転車を利用される皆様へ

自転車の交通違反に対し

青切符（交通反則切符）が適用されます。

令和８年４月１日から

対象となる主な交通違反の例と反則金額

【信号無視（赤色）】
反則金：6,000円

【一時不停止】
反則金：５,000円

【携帯電話使用等（保持）】
反則金：12,000円

【二人乗り】
反則金：3,000円

【並進】
反則金：3,000円

【傘差し運転】
反則金：5,000円

【遮断踏切立ち入り】
反則金：７,000円

【無灯火】
反則金：５,000円

【車道の右側通行】
反則金：6,000円

・自転車の違反行為のうち、明白かつ定型的な一定の行為（反則行為）
・年齢16歳以上（運転免許の有無は関係なし）

対
象
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